
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議事項：自主運行バス「亀山みずほ台線」の運賃改定について 

現行 

改定（案） 

［運賃改定の概要］ 

〇実 施 日 令和 5年 3月 1日（予定） 

〇運賃改定 10～40円の加算 



［運賃改定が必要となる理由］ 

  三重交通（株）は，運賃設定の見直しを予定（※別紙プレス資料のとおり）しており，

亀山みずほ台線は，①庄野橋～平田町駅，②イオンモール鈴鹿～平田町駅，③亀山駅～亀

山局前の３つの区間において，三重交通（株）の路線バスと重複している。 

  このため，当該路線の運賃を改定しなかった場合，重複区間において運賃の差異が生じ，

旅客運送サービスの公平性を保つことができないため。 

 

［参考：重複区間］ 

   

 

 

 

 

 

 

                           

                              

                                         

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［参考：運賃案（一部抜粋）］ 

発 着 改定後（円） 改定前（円） 差額（円） 

平田町駅 鈴鹿高校 210 210 ± 0 

平田町駅 井田川駅西 420 390 ＋30 

平田町駅 みずほ台口 490 460 ＋30 

平田町駅 亀山駅 650 610 ＋40 

 

③亀山駅前～亀山局前 

・三重交通路線 亀山国府線  

        亀山椋本線  

・廃止代替路線 亀山みずほ台線  

改正前 180円 

改正後 190円 

  

②イオンモール鈴鹿～平田町駅 

・三重交通路線 亀山国府線  

      亀山椋本線 

・廃止代替路線 亀山みずほ台線   

改正前 180円 

改正後 190円 

 

① 

② 

③ 

①庄野橋～平田町駅 

・三重交通路線 四日市平田線  

・廃止代替路線 亀山みずほ台線  

改正前 230円 

改正後 230円  ※変更なし 


